
 

 

 

 

 

 

 

日頃より中央地区の住居表示整備事業の推進に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 

 
 １０月１３日（火）から新町名の「豊井西」に変更 

 

  Ｑ．新しい住所は、どう変わるの？ 

 

 

 

 

 

 

 
 ５月中旬から、対象地区の現地調査を実施 

 

下松市役所から委託を受けた業者が、世帯や事業所などを対象に、世帯調査（世帯主

や構成員の確認）、建物調査（建物の形状や出入口の確認）などの現地調査を行います。 

 

《調査期間》 ５月中旬～６月中旬 
 
《委託業者》 株式会社日航コンサルタント 

       ※調査員は、腕章と委託証明書（顔写真入り・市長印あり）を 

        必ず携帯して調査を行います。 

 

 

 
８月中旬から、新しい住所をお知らせ 

 

皆さんそれぞれの住所が「豊井西〇丁目〇番〇号」になるのかを、 

「住居表示通知書」でお知らせします。また、住所変更に伴い必要となる手続きをま

とめた「住居表示のしおり」を合わせて配布予定です。 

 

  

 

  

これまで 大字 地番 これから 町名 街区符号 住居番号 

（例） 

 

下松市 

下松市 

大字西豊井 

大字東豊井 

○○○番地 

□□□番地 
 下松市 豊井西○丁目 〇番 〇号 

住居表示が10 月13 日（火）から変わります 

～住居表示対象地域（中央地区）にお住いの皆さんへ～ 

 

【問合せ】下松市役所 建設部 都市政策課 都市計画係（市役所 2階 10番窓口） 

     TEL:0833-45-1861 / FAX:0833-45-1830 / Mail:toshisei@city.kudamatsu.lg.jp 

おしらせ①

mailto:toshisei@city.kudamatsu.lg.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地域 

豊井西一丁目 

豊井西二丁目 

豊井西三丁目 

下松市役所 

下松小学校 

中 央 地 区 住 居 表 示 実 施 区 域 

新町界  

凡 例 

下松中学校 

宮前 

グラウンド 

 

「〇丁目」の番号順は、基準に基づいて、

市の中心となる場所（市役所）から 

近い順に付くマル☆ 

 
【問合せ】下松市役所 建設部 都市政策課 都市計画係（市役所 2階 10番窓口） 

     TEL:0833-45-1861 / FAX:0833-45-1830 / Mail:toshisei@city.kudamatsu.lg.jp 


